
    

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

牛久市商工会（法人番号３０５０００５００９０１３） 

牛久市（地方公共団体コード０８２１９８） 

実施期間 令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

当会は、５年間における本事業期間内において地域の現状及び課題や小規模

事業者に対する長期的な振興の在り方を踏まえ、経営発達支援計画の目標を下

記の通り設定し、小規模事業者に寄り添いながら、経営発達支援事業の効率的

な実施を図り、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

（１）地域経済を支える小規模事業者の潜在力発掘と自立的な経営力強化によ

る事業継続の実現 

（２）牛久市の産業等地域資源の魅力を活かした賑わいづくりの創出を推進 

（３）起業支援体制の充実 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向を把握するため、独自に経済動向調査により結果の分析を行

い、小規模事業者の事業計画策定支援指標として活用を図る。 

４．需要動向調査に関すること 

小規模事業者が、「商品開発や改良」、「新たな販路開拓」等成果につなが

る需要動向の情報収集・分析・活用について伴走型で支援を行う。 

５．経営状況の分析に関すること 

経営指導員等が、作成支援をした分析表等をもとに専門家と連携した経営分

析により、小規模事業者の経営課題を見出すほか、今後の経営に気づきを与え、

事業計画策定支援に繋げる。 

６．事業計画策定支援に関すること 

地域経済動向調査結果や経営分析から抽出した経営課題・経営の方向性をも

とに、専門家等と連携しながら効果的な事業計画策定支援を行う。 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画の進捗状況に応じて計画的なフォローアップ実施し、計画の実現性を高

めていく。 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

需要動向調査により、調査・分析した内容を活用し、小規模事業者の売上の

増加や新規顧客の獲得に向けた効果的な需要開拓支援を行う。 

連絡先 

牛久市商工会 〒300-1232 茨城県牛久市上柏田４－１－１  

【電話】029-872-2520 【ＦＡＸ】029-872-1991 

【E-Mail】ushikushoukoukai@mtc.biglobe.ne.jp 

牛久市環境経済部商工観光課 〒300-1234 茨城県牛久市中央 3-15-1 

【電話】029-873-2111【ＦＡＸ】029-871-0111 

【E-Mail】syoukou@city.ushiku.ibaraki.jp 
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わず単独で現在に至り、茨城県全体の人口が減少する中で人口が増えている地域であったが、令和

２年度より世帯数は増加しているものの、人口は微減の状況となっている。 

 
（牛久市の人口の推移） 

年度 人口 世帯数 
昭和 30 年 １５，５０９ ２，９１９ 
昭和 40 年 １７，２６４ ３，８０２ 
昭和 50 年 ２７，０９４ ７，１０９ 
昭和 60 年 ５１，４２４ １４，３２７ 
平成元年 ５８，６０４ １６，８６０ 
平成 10 年 ７０，８４３ ２３，３０８ 
平成 20 年 ７８，３５３ ３０，０２０ 
平成 30 年 ８５，０５４ ３６，００１ 
平成 31 年 ８５，０７６ ３６，３７８ 
令和 2 年 ８４，８５２ ３６，７６２ 
令和 3 年 ８４，６９６ ３７，２２５ 
令和 4 年 ８４，４７８ ３７，６３３ 
令和 5 年（8 月現在） ８４，１６４ ３８，３０８ 
出典：牛久市住民基本台帳 

 
【牛久市における産業状況】 

令和 3 年度経済センサス-活動調査の統計によると、牛久市の事業所数は 2,400 社で労働人口は

26,329 人である。業種別に見ると次の表により第３次産業（84.0%）が圧倒的に多い状況は前回

計画時と変わらない。 
  
事業所数を従業者数別に分類すると、次の表により 5 人未満の小規模企業（55.8％）が圧倒的

に多い。    
規模 5 人未満 5~9 人 10~19 人 20~29 人 30 人以上 

事業所数 1,339 社 450 社 300 社 117 社 194 社 
従業者数 2,765 人 3,020 人 4,072 人 2,783 人 13,689 人 

 
 次に表す事業所数を年度別にみると、平成 3 年から平成 8 年の間に事業所数が大幅に増加し、

その後は約 2,400 社で推移している。 
年度別 事業所数 年度別 事業所数 

平成 3 年 1,574 社 平成 18 年 2,348 社 
平成 8 年 2,114 社 平成 24 年 2,308 社 
平成 11 年 2,178 社 平成 26 年 2,481 社 
平成 13 年 2,380 社 平成 28 年 2,402 社 
平成 16 年 2,422 社 令和 3 年 2,400 社 

 
 管内小規模事業者及び会員数の推移 

 
小 規 模 
事業者数 

会員数 
業 種 別 会 員 数 

商 業 工業・建設業 サービス業 
平成 16 年度 1,729 1,147 455 334 358 
平成 29 年度 1,573 1,386 482 370 534 
令和 3 年度 1,573 1,382 474 359 549 
前回比較増減  ▲4 ▲8 ▲11 15 
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【観光資源】 
観光資源としては、世界一高い全長 120ｍを誇る牛久大仏、葡萄栽培から醸造・瓶詰めまで一貫

して行った日本初の本格的ワイン醸造場で、国の重要文化財に指定されている牛久シャトーが有

名である。また、昔から河童伝説が語り継がれ、牛久沼周辺には河童にまつわる観光スポットが

点在する。画聖・小川芋銭も河童の絵を数多く描いている。 

  （牛久大仏）     （牛久シャトー）     （牛久沼の河童伝説） 
                
 
 
 
 
 
 
 
②課題 
 

【牛久市の内部環境（強み・弱み）】 
◇牛久市の強み 
牛久市は、発達した交通網に恵まれ、東西南北からのアクセスが容易な地域である。 

人口においても茨城県全体の人口が５年で約７万人減少する中にありながら、牛久市の人口減少

率は約 1％の微減となっており、他の県内行政区に比べ低い水準となっている。また、人口増加が

著しいつくば市（県内１位）、阿見町（県内３位）に隣接しており、広域的にみると県内でも人口

が増加している地域である。加えて、圏央道周辺工業団地への企業誘致には余力を残している状

況であり、生産年齢人口の増加が見込める地域でもある。 
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令和 5年 8月現在の牛久市人口は 84,146 人である。年齢構成を上記人口ピラミッドで見ると、

典型的な先進国のつぼ型形状ではあるが、男性に限り、70～90 歳（9,899 人）に比べ 40～60 歳

（12,564 人）の生産年齢世代が多い。65 歳以上の「生活にゆとりのある」高齢者人口は 19,422

人（全体の 23.1％）に比べ、「購買金額が高い」25 歳から 59 歳までの人口は 36,447 人（全体の

43.3％）で、生活にゆとりのある世代と購買金額が高い世代が混在しており、次の牛久市人口ピ

ラミッドからも「購買人口の厚さ」がうかがえる。 

特に、常磐線ひたち野うしく駅がある「ひたち野うしく地区」は、幼児から小学生までの子ども

を持つ若い世代の流入が他の地域に比べて多い地域である。 

また、牛久市は、他市町村（阿見町、龍ヶ崎市、稲敷市、つくば市（茎崎地区））からの消費者

の吸収率も高く、市内人口 84,146 人に対して、商圏内人口は 185,217 人である。 

「人口の増加」「購買人口の厚さ」「他の地域からの消費者の吸収力」から、牛久市は他市町村と

比較してもビジネスチャンスに恵まれていることがうかがえる。ハード面においても牛久市は、狭

い道路の拡幅工事などのインフラ整備を積極的に進め、郊外から中心部への市内循環バスも充実し

ており、消費者の交通アクセスが容易である。 

 

◇牛久市の弱み 

  商業集積としてまとまった商店街がないため、集客・販売促進策などを実行する事ができない。

それにより、地区内に大型小売店舗が相次いで出店し、地区内の小規模事業者の顧客が奪われて

いる。 

  また、地域資源である「うしく河童米」、「うしく河童西瓜」、「うしく河童大根」は市場には流通

しているものの、地域特産品としての認知度は高くない状況である。 

 

【地域産業振興に関する現状と課題】 

◇商業の現状と課題 

  牛久市内には、店舗面積 1000 ㎡以上の大型店が 21店舗、大型商業施設は市内に 3か所、近隣に

はイオンなどが 5か所あり、コンビニエンスストアやロードサイド店は継続的な出店も相次ぎ、競

合店が多い地域である。この様な状況の中で、小規模事業者に及ぼす影響は大きく、ビジネスチャ

ンスを活かせないことから、経営不振に陥っている小規模事業者が多く、売上の減少による廃業数

も多い。商工会の脱会の理由として「廃業によるもの」が 8割に昇る。経営不振による廃業の他に

「事業主の高齢化」や「売上不振による後継者不足」など、後継者問題による廃業も多い。 

今後は、地域の強みである生産年齢世代及び購買意欲の高い年金受給者層の消費が見込まれる。

また、他市町村からの吸引力がある状況で、ビジネスチャンスを活かせるよう具体的で実現性の高

い事業に取組んでいく必要がある。 

 

◇工業の現状と課題 

  牛久市内には、太田胃散など中小規模の工場の他、奥野地区に筑波桂工業団地、筑波南奥原工業

団地がある。この様な状況の中で、工業団地への優良企業の立地促進を行うとともに、既存事業の

高度化や環境対策に関する指導、雇用の確保に努めてきたが、漸減傾向を打開するには至っていな

い。 

  今後は、地域の活力を支える雇用の場として、優良企業の誘致や既存事業への支援体制の充実、

環境との調和を図りながら地域と融和した持続的な工業振興を図っていく必要がある。 

 

◇観光の現状と課題 

牛久市の観光入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響での大幅な落ち込みはあったもの

の、同感染症の５類移行後、回復傾向にある。2020 年（令和 3 年）は約 69 万人（前年比 110.6％）

となっており、主な観光スポットである牛久大仏、牛久シャトーの主要拠点等で約 34.5 万人と全

体の約 5 割を占めている。 

この観光スポットを訪れている観光客への周遊ルートを形成し PR することや、公共交通等によ
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上記、目標を達成への取り組みは以下の３つのとおり。 

【市内事業者への支援】 

・市内事業者の経営力向上や事業承継の支援生産性向上 

・人手不足の解消を促進 

 

【起業・創業支援】 

・創業塾を開催する牛久市商工会との連携などにより、創業希望者を支援 

・市内の空き店舗と創業希望者のマッチングを支援 

 

【企業誘致の推進】 

・地域に雇用を生み出す企業誘致 

・牛久市独自の「オーダーメイド方式」による企業誘致を推進 

・自然環境や農地の状況に配慮しながら、圏央道（つくば牛久IC 周辺）などの交通基盤を活か

した流通・業務地として整備検討 

・周辺地域の自然環境や農地の状況に配慮しながら、既存の工業団地や、圏央道（阿見東IC 周

辺）などの交通基盤を活かした流通・業務地として整備検討 

 

また、市の第１期戦略において産業振興目標となっていた商業、工業、観光の振興についても、

引き続き小規模事業者の現状を認識し、他の支援機関と共に問題点を共有しながら、顕在化した課

題解決を支援することで、小規模事業者の持続的発展を実現していく。特に商業においては、地域

プレミアム付き商品券（ハートフルクーポン券）の発行を、牛久市民に限定しない販売方式を導入

しており、平成１５年から毎年実施し、域外需要の喚起を目指した小規模事業者の売上増加に貢献

している。 

観光振興に関しては、世界一高い全長１２０ｍを誇る牛久大仏、葡萄栽培から醸造・瓶詰めま

で一貫して行った日本初の本格的醸造場による、「牛久産ワイン」。国の重要文化財に指定されて

いる牛久シャトーなどの観光資源を活用した食事メニューや土産品の開発、販売を支援すること

で、観光客をはじめとした近隣からの来街者の増加を図っていく。 

 
③牛久市商工会のビジョン（役割） 

当会は、地域経済団体として、小規模事業者に対する長期的な振興の目標を掲げ、経営発達支援

事業を積極的に推進し事業者の持続的発展を目指す。 
経済のみならずコミュニティを下支えしている小規模事業者の重要性は、長期的視点に立っても

変わりはなく、地域に根差した地域経済団体として、小規模事業者の持続的発展に取り組んで行く。

具体的には、事業計画策定やＤＸ推進に向けた各種支援を考慮した販路開拓に係るセミナーや個別

相談会の実施といった個々の事業者支援に加え、専門家と連携した高度な相談対応等によって、小

規模事業者の経営基盤の強化を促進する。 
また、茨城県・牛久市・金融機関・日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・よろず支援拠

点・中小企業診断士等との連携を図り、事業者に寄り添った支援を地域全体で取り組むことで支

援効果を高め、小規模事業者等の持続的発展（地域経済活性化）を目標にした伴走型支援を行っ

ていく。 

 
（３）経営発達支援事業の目標 

牛久市商工会は、上記の（１）地域の現状及び課題、（２）小規模事業者に対する長期的な振興の

あり方を踏まえ、経営発達支援計画の目標を下記の通り設定し、地域経済のみならず、地域のコミ

ュニティを下支えしている小規模事業者の持続的発展とともに、活力と賑わいのある地域の発展に

貢献していくことを地域への裨益目標として地域経済の活性化に取り組んで行く。 
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また、人口が減少傾向にある当地域において地域経済の維持、持続的発展に取り組む上で、地域

を支える小規模事業者との対話と傾聴を通じ、個々の課題を設定した上で、潜在能力引き出すこと

により、個社（者）にとどまらず地域全体で課題に向き合い、自己変革していく機運を醸成し持続

的発展を目指す。 

 

①地域経済を支える小規模事業者の潜在力発掘と自立的な経営力強化による事業継続の実現 
◇小規模事業者の経営力向上に応える伴走型支援 

◇商工会を中核とした連携支援体制による支援 

◇関係団体と連携した国内外販路開拓支援（BtoB）の促進 

 

②牛久市の産業等地域資源の魅力を活かした賑わいづくりの創出を推進 

 ◇地域特有の事業を活用した支援（BtoC） 

◇地域観光資源を活用した地域ブランドの確立といばらきブランドの認証取得支援 

 
③起業支援体制の充実 

◇活力ある新たな産業の創出を念頭に置いた企業支援 

◇創業・第二創業、事業承継しやすい環境づくりへの実現 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

①地域経済を支える小規模事業者の潜在力発掘と自立的な経営力強化による事業継続の実現 

◇小規模事業者の経営力向上に応える伴走型支援体制の構築 

従来の税務指導や記帳指導、融資あっ旋に加え、事業者が様々な環境変化に柔軟に対応すべく

経営改善に対し、抱える本質的な課題解決に向けた側面的な支援に、対話と傾聴を通じて事業者

自らが課題に気づき向き合える支援体制を強化する。 

そこで、経営指導員が中心となり、小規模事業者に寄り添いながらクラウド型経営支援ツール

などを活用して現状を把握し、真の問題点と課題の認識を明らかにし、課題解決に向けた実現可

能性の高い事業計画書の策定を行う。また、社会全体のデジタル化を見据えた経営支援を地域の

ＩＴ専門家と連携しながら実施するとともに、環境の変化に合わせた事業計画書の変更等のフォ

ローアップまで一貫した支援を行う。 

 

◇商工会を中核とした連携支援体制の構築 

行政および地元金融機関等の支援機関の顔の見える連携、有機的・効率的な支援を実施してい

く体制の構築ならびに支援ノウハウの向上や販路開拓等に向けた情報交換の場を確立する。 

 

◇関係団体と連携した国内外販路開拓支援（BtoB）の促進 

関係団体と連携し、関係団体が有する各種販路開拓支援ツールを活用して国内外の販路開拓支

援を促進する。 

全国商工会連合会及び茨城県商工会連合会と連携して、管内小規模事業者対し事業者が販売す

る商品等に関する広報、商談会、展示会等への出展等支援を関係機関が有する販路開拓支援ツー

ル等（全国商工会連合会 CANVAS など）を活用して促進する。 

 

②牛久市の産業等地域資源の魅力を活かした賑わいづくりの創出を推進 
商工会では、市と連携した下記地域振興イベント等に参画し、地域の活性化を図りつつ、地

域資源を生かした商品開発や販路開拓の支援を行い、域外需要を呼び込める魅力あふれる地域

づくりに貢献する。 
◇地域特有の事業を活用した支援（BtoC） 

   当会では、牛久市との連携による地域プレミアム付き商品券（ハートフルクーポン券）の取扱

店を募集し、取扱店舗を掲載したチラシを全戸配布することで、小規模事業者のＰＲ及び消費者

の購買意欲喚起を図る。 

   また、７回目に及ぶ「うしくまちゼミ」事業の実施により、店舗の魅力度向上を支援し、地域

住民との関係性が高まることで、更なる市内外の住民の消費喚起に繋がり、新規顧客獲得への機

会の創出、既存顧客のリピート率向上を目指した支援により、地域産業の賑わいの創出を推進す

る。 

 

◇地域観光資源を活用した地域ブランドの確立といばらきブランドの認証取得支援 

牛久市を連想させる観光資源（牛久大仏・牛久シャトー・河童伝説等）を活かした地域ブラン

ド（うしくブランド）の確立を目指す。商工会では、茨城県商工会連合会の「いばらきブランド」

の認証取得を支援し、小規模事業者の商品・サービスの付加価値を高め、地域ブランドの向上を

図る。さらに、地域内で開催されるイベント等で地域ブランドの効果的な販路開拓を目指す。 
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③起業支援体制の充実 

◇活力ある新たな産業の創出を念頭に置いた企業支援 

牛久市で活路を見出したい創業希望者に対し、事前準備や創業後のフォローアップも含めた 
伴走支援の充実を図る。 

また、地域活性化において観光資源の活用を視野に入れた創業希望者に対し、市や関係機関 
との連携により、牛久市の需要動向情報を積極的に活用した支援を一助する。 

 

◇創業・第二創業、事業承継しやすい環境づくりへの実現 
市内の事業者数が微増減傾向にある中、地域経済を維持し活性化させるためには、創業・第 

二創業や事業承継が不可欠である。商工会では、以前から創業・第二創業、事業承継に関わる 
支援体制が整っていなかった。今後は、牛久市、日本政策金融公庫、茨城県事業承継引継支援 
センター、地元金融機関、地域の関係各団体と連携し、ＩＴツールを活用しながらサポート体 
制の充実を図っていく。 
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また、新たに生じた経営課題や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイスや、事業計画の

修正提案など必要な指導・助言により、自走化に繋がる伴走支援を行っていくことが重要である。 

 なお、初めて事業計画を作成し、その実行段階にある小規模事業者に対しては、特に計画との

差異についての原因分析を重視し、課題解決に向けた解決策を事業者とともに検討する。 

  また、気軽に相談しやすい環境づくり・時間的なロスを解消するために新たにメール等による相

談指導を開始する。高度な課題に対しては専門家派遣を実施し、確実な目標達成をサポートする。 

確認項目は、実行計画の進捗状況、売上、利益、計画遂行上の課題、施策の活用状況、見直しの

必要性等とする。 

  

◇創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ 

創業者に対し、４か月に 1 回、巡回・窓口等指導による個別指導、フォローアップを継続し茨城

県・茨城県商工会連合会等とも連携して、伴走型の支援を行う。特に、観光資源を活用した創業に

対しては、商工会が関与するイベントへの優先参加と、イベント出展に関するきめ細かなノウハウ

の提供を行う。 

フォローアップの方法としては、創業者の成熟度に応じて、直面する目下の課題解決に必要な記

帳指導、労務指導、経営指導からビジネスマッチングに繋がる支援を行う。 
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(b)展示会等出展支援 
全国の展示会等情報を収集し、会報やウェブサイトにより市内小規模事業者に
向けた情報提供を行うとともに、事業計画策定支援を実施した事業所を中心に
茨城県商工会連合会や近隣商工会と連携しながら展示会等出展の国内外販路開
拓支援を実施する。また、全国商工会連合会が提供しているデジタル化・ＥＣ
サイトをサポートする販路開拓支援ツールの「ＣＡＮＶＡＳ」を活用し、商品
PR 資料の作成等の出展の実行支援を実施し、提供する商品や希望する販路等に
応じたバイヤー・商社等への登録を支援する。 
 

<出展支援する主な展示会等> 
・ＣＡＮＶＡＳ（全国商工会連合会が提供する販路開拓支援ツール） 
・茨城県商工会連合会が提供する販路開拓支援ツール 
・首都圏で開催される「グルメ＆ダイニングショー」や「FOODEX JAPAN」等
の国際見本市 

（参考）名称：ニッポン全国物産展（１１月） 

    主催：全国商工会連合会 

概要：全国４７都道府県からの名産特産品を地域活性化のため地域資

源や伝統技術を活かした新しい商品づくりなどを展示販売す

る物産展 

出展社数：約 360 社 出品数約 3000 点以上  

来場者数：3日間で約 15万人  

会場：池袋サンシャインシティ 
 
（参考）名称：FOODEX JAPAN 

主催：一般社団法人日本能率協会 

概要：アジア最大級の食品・飲料専門展示会 

       効果的な出展方法・成果を上げている事業所が実施している取

組み・他地域での事例など出展以外の活用も出来る。 

出展社数：3466 社（4011 ブース）2018 年実績 

来場者数：４日間で 72,428 名（海外バイヤー9,931 名）2018 年実績 

会場：幕張メッセ 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

職員の資質向上等については、県連の行う職員研修や他団体が行う研修会等への参加を中心に

対応を図ってきた。また、職員向けの独自研修会実施については、企画する経営指導員等の業務

量増加の影響により実施できず、伴走支援事業や経営改善普及事業の業務効率低下は否めない状

況であった。今後、小規模事業者の持続的成長に向けた経営力強化を支援していくためには、Ｉ

Ｔツールの活用と効率的な支援業務の人材育成が必要不可欠である。若手職員の対話と傾聴スキ

ルの効率的な向上①戦略上の意思決定に関与可能な高度な支援能力、②実践的なノウハウなど習

熟能力、③ＩＴツールを活用した職員間の知識及び情報の共有が不可欠であり、商工会としても

ＩＴ支援スキルの向上は喫緊の課題である。職員同士や専門家を交えながら、経営指導員等職員

の支援力を向上させ、習得した支援ノウハウや情報をクラウド型経営支援ツールの活用により組

織内の情報共有化を図り、組織全体での小規模事業者支援力を強化し事業所の発展に寄与する体

制を構築していく。 

 

（２）事業内容 

①外部研修参加による能力向上 

全国商工会連合会・茨城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整備機構

の主催する研修に経営指導員が毎年度交替で参加することで、経営分析、経営革新、販路開拓、

事業再生、デジタル化等情報通信関連といった、小規模事業者が行う戦略上の意思決定に関与可

能な高度な支援能力の獲得・向上を図る。 

特にＤＸ推進の対応にあたっては、経営指導員等のＩＴ支援スキル向上を目指し積極的に関係

機関のセミナー等参加を目指す。 

 

【経営支援能力向上セミナー】 

経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経営指導

員研修」及び茨城県商工会連合会主催のテーマ別「職員研修会」に対し、計画的に経営指導員

等を派遣する。 

 

【事業計画策定セミナー】 

支援能力の向上が目指し、中小企業大学校東京校が実施する「事業計画策定セミナー」等へ

の参加を定期的に実施するとともに、当会主催の事業計画策定セミナー個別相談を活用した、

より実践的なＯＪＴ研修を実施する。 

 

【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

喫緊の課題である地域の事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員及び一般職員

のＩＴスキルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導を可能にするため、下記のようなＤＸ

推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセミナーについても積極的に参加する。 

＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組＞ 

ア）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、テ

ワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

ホームページ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト構築・運用、オンライン

展示会、ＳＮＳを活用した広報、モバイルオーダーシステム等 

ウ）その他取組 

オンライン経営指導の方法等 
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【コミュニケーション能力向上セミナー】 

対話力向上等のコミュニケーション能力を高める研修を実施することにより、支援の基本 

（対話と傾聴）の習得・向上をはかり、事業者との対話を通じた信頼の醸成、本質的課題の掘り 

下げの実践に繋げる。 

 

【小規模事業者課題設定力向上研修】 

課題設定に焦点を当て、そのポイントと手順を習得することで、その後に続く課題解決をスム

ーズに行うことを目的とする。 

 

  ②既存事業を活用した若手職員へのＯＪＴによる支援能力の向上 

茨城県連合会連合会の若手職員向け経営支援スキル向上のためのＯＪＴ研修事業は参加でき

る人員に制限があるため、独自のＯＪＴ研修を実施する。全職員が一丸となって小規模事業者の

持続的発展の支援をおこなうために、職員の支援スキル、特に「対話と傾聴のプロセスを経た課

題解決」手法と「事業者の潜在力の引き出し」方には「聞く力」と「話す力」の向上が必要不可

欠である。小規模事業者の支援に必要なスキルを取得するため、既存事業である経営革新計画策

定セミナー（集団１回、個別６回）を若手職員の指導・助言手法・情報収集方法・対話と傾聴ス

キル向上の機会ととらえ、経営指導員は若手職員とペアになり専門家を交えた事業所支援に携わ

ることで経営支援スキルの向上を目指す。 

 

  ③職員間の支援ノウハウの共有化による資質の向上 

商工会内で、経営指導員等が研修及び情報取集で得た支援ノウハウの共有化を図るため、定

期的（隔月）に報告会を開催する。また、その際、参加者各自がテーマを持ち寄り勉強会を行

うことで各自の支援能力のブラッシュアップ及び専門的な知識向上を目指す。これらを通じて、

経営指導員相互の知見を共有し、経営指導員個人の暗黙知的なノウハウではなく、商工会組織

全体の形式知として昇華させ、職員の異動時にも対応できるようクラウド型経営支援ツールを

活用し全職員がいつでも閲覧できることで効果的な巡回・窓口指導を目指す。 

 
④データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者

の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル以上の対

応ができるようにする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和５年１１月現在） 
Ⅰ 経営発達支援事業の実施体制 
（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名  安藤 幸子 

 連絡先  牛久市商工会 

 住 所  茨城県牛久市上柏田４－１－１  

 ＴＥＬ  ０２９－８７２－２５２０ 

 ＦＡＸ  ０２９－８７２－１９９１ 

 e-mail  ushikushoukoukai@mtc.biglobe.ne.jp 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しを行う際の必要な情報の提供を行う。 
 

（３）商工会／関係市町村連絡先 

①商工会 

 牛久市商工会 

 〒300-1232 茨城県牛久市上柏田４－１－１  

 TEL：０２９－８７２－２５２０ FAX：０２９－８７２－１９９１ 

 e-mail ushikushoukoukai@mtc.biglobe.ne.jp 

 

②関係市町村 

  牛久市 環境経済部 商工観光課 

  〒300-1234 茨城県牛久市中央３-１５-１ 

  TEL：０２９－８７３－２１１１ FAX：０２９－８７１－０１１１ 

  e-mail  syoukou@city.ushiku.ibaraki.jp 

 

牛久市商工会【課長以下 3 名は経営指導員】 

課長補佐兼法定経営指導員(1 名)、 

係長（2 名）、主任（2 名） 

主事（2 名） 

牛久市 環境経済部 

商工観光課 
事務局責任者（1 名） 

課長（1 名） 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


